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議第99号

滋賀県教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成24年３月23日

滋賀県知事 嘉田由紀子

滋賀県教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

滋賀県教育委員会委員に次の者を任命することにつき、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）第４条第１項の規定に基づき､≦同意を求める。

氏名

河上ひとみ

所住

グ
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議第100号

滋賀県教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

上記の議案を提出する｡

平成24年３月23日

滋賀県知事 嘉田由紀子

滋賀県教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

滋賀県教育委員会委員に次の者を任命することにつき、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）第４条第１項の規定に基づき、同意を求める｡

名氏

河原

住 所

恵

0~
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議第101号

滋賀県教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成24年３月23日、

滋賀県知事 嘉田由紀子

滋賀県教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

滋賀県教育委員会委員に次の者を任命することにつき、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）第４条第１項の規定に基づき、同意を求める。

氏一名

住藤祐子

所住
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議第102号

滋賀県監査委員の選任につき同意を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成24年３月23日

滋賀県知事 嘉田．由紀子

滋賀県監査委員の選任につき同意を求めることについて

滋賀県監査委員に次の者を選任することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条

第１項の規定に基づき、同意を求める。

住 所 氏名

平居新司郎
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議第103号

滋賀県収用委員会委員の任命につき同意を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成24年３月23日

滋賀県知事 嘉田由紀子

滋賀県収用委員会委員の任命につき同意を求めることについて

滋賀県収用委員会委員に次の者を任命することにつき、土地収用法（昭和26年法律第219号）

第52条第３項の規定に基づき、同意を求める。

名

幸太偵個

藤
氏
、
〉｝起

所住

1゜
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議第104号

滋賀県収用委員会委員の任命につき同意を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成24年３月23日

滋賀県知事 嘉田由紀子

滋賀県収用委員会委員の任命につき同意を求めることについて

滋賀県収用委員会委員に次の者を任命することにつき、土地収用法（昭和26年法律第２１９号）

第52条第３項の規定に基づき、同意を求める。

住 氏名

諸Ｕ1１美那

所

、

〆

、


